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刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
危
険
運
転
致
死
傷
）

（
危
険
運
転
致
死
傷
）

第
二
百
八
条
の
二

ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正
常

第
二
百
八
条
の
二

ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正
常

な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
、
よ
っ
て
、
人

な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
四
輪
以
上
の
自
動
車
を
走
行
さ
せ
、

を
負
傷
さ
せ
た
者
は
十
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、
人
を
死
亡

よ
っ
て
、
人
を
負
傷
さ
せ
た
者
は
十
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
し

さ
せ
た
者
は
一
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。
そ
の
進
行
を

、
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
は
一
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。

制
御
す
る
こ
と
が
困
難
な
高
速
度
で
、
又
は
そ
の
進
行
を
制
御

そ
の
進
行
を
制
御
す
る
こ
と
が
困
難
な
高
速
度
で
、
又
は
そ
の

す
る
技
能
を
有
し
な
い
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
、
よ
っ
て
人
を

進
行
を
制
御
す
る
技
能
を
有
し
な
い
で
四
輪
以
上
の
自
動
車
を

死
傷
さ
せ
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

走
行
さ
せ
、
よ
っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

２

人
又
は
車
の
通
行
を
妨
害
す
る
目
的
で
、
走
行
中
の
自
動
車

２

人
又
は
車
の
通
行
を
妨
害
す
る
目
的
で
、
走
行
中
の
自
動
車

の
直
前
に
進
入
し
、
そ
の
他
通
行
中
の
人
又
は
車
に
著
し
く
接

の
直
前
に
進
入
し
、
そ
の
他
通
行
中
の
人
又
は
車
に
著
し
く
接

近
し
、
か
つ
、
重
大
な
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
速
度
で
自

近
し
、
か
つ
、
重
大
な
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
速
度
で
四

動
車
を
運
転
し
、
よ
っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
者
も
、
前
項
と
同

輪
以
上
の
自
動
車
を
運
転
し
、
よ
っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
者
も

様
と
す
る
。
赤
色
信
号
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
信
号
を
殊
更
に

、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
赤
色
信
号
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
信

無
視
し
、
か
つ
、
重
大
な
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
速
度
で

号
を
殊
更
に
無
視
し
、
か
つ
、
重
大
な
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ

自
動
車
を
運
転
し
、
よ
っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
者
も
、
同
様
と

せ
る
速
度
で
四
輪
以
上
の
自
動
車
を
運
転
し
、
よ
っ
て
人
を
死

す
る
。

傷
さ
せ
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

（
業
務
上
過
失
致
死
傷
等
）

（
業
務
上
過
失
致
死
傷
等
）

第
二
百
十
一
条

業
務
上
必
要
な
注
意
を
怠
り
、
よ
っ
て
人
を
死

第
二
百
十
一
条

（
同
上
）

傷
さ
せ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
百
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
重
大
な
過
失
に
よ
り
人
を
死
傷
さ

せ
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

２

自
動
車
の
運
転
上
必
要
な
注
意
を
怠
り
、
よ
っ
て
人
を
死
傷

２

自
動
車
を
運
転
し
て
前
項
前
段
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
傷
害
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さ
せ
た
者
は
、
七
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
百
万
円

が
軽
い
と
き
は
、
情
状
に
よ
り
、
そ
の
刑
を
免
除
す
る
こ
と
が

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
傷
害
が
軽
い
と
き
は

で
き
る
。

、
情
状
に
よ
り
、
そ
の
刑
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

改

正

案

現

行

第
三
節

被
害
者
参
加

第
三
節

被
害
者
参
加

第
三
百
十
六
条
の
三
十
三

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る

第
三
百
十
六
条
の
三
十
三

（
同
上
）

被
告
事
件
の
被
害
者
等
若
し
く
は
当
該
被
害
者
の
法
定
代
理
人

又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か
ら
、
被
告
事

件
の
手
続
へ
の
参
加
の
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁

護
人
の
意
見
を
聴
き
、
犯
罪
の
性
質
、
被
告
人
と
の
関
係
そ
の

他
の
事
情
を
考
慮
し
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、
当

該
被
害
者
等
又
は
当
該
被
害
者
の
法
定
代
理
人
の
被
告
事
件
の

手
続
へ
の
参
加
を
許
す
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
、
第
二
百

二

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
、
第
二
百

十
一
条
、
第
二
百
二
十
条
又
は
第
二
百
二
十
四
条
か
ら
第
二

十
一
条
第
一
項
、
第
二
百
二
十
条
又
は
第
二
百
二
十
四
条
か

百
二
十
七
条
ま
で
の
罪

ら
第
二
百
二
十
七
条
ま
で
の
罪

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

（
略
）

③

（
略
）
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○

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

改

正

案

現

行

（
技
能
検
定
員
）

（
技
能
検
定
員
）

第
九
十
九
条
の
二

（
略
）

第
九
十
九
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

公
安
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に

４

（
同
上
）

対
し
、
技
能
検
定
員
資
格
者
証
を
交
付
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

二

（
同
上
）

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
若
し

ニ

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
若
し

く
は
第
二
百
十
一
条
第
二
項
の
罪
又
は
こ
の
法
律
に
規
定

く
は
第
二
百
十
一
条
第
一
項
の
罪
又
は
こ
の
法
律
に
規
定

す
る
罪
（
第
百
十
七
条
の
四
第
八
号
の
罪
を
除
く
。
）
を

す
る
罪
（
第
百
十
七
条
の
四
第
八
号
の
罪
を
除
く
。
）
を

犯
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り

犯
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り

こ

こ

、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算

、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
指
定
講
習
機
関
）

（
指
定
講
習
機
関
）

第
百
八
条
の
四

（
略
）

第
百
八
条
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
一
項
の
規
定

３

（
同
上
）

に
よ
る
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
若
し
く

三

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
若
し
く

は
第
二
百
十
一
条
第
二
項
の
罪
又
は
こ
の
法
律
に
規
定
す
る

は
第
二
百
十
一
条
第
一
項
の
罪
又
は
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
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罪
を
犯
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

罪
を
犯
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

こ

こ

り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら

り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら

起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四

（
略
）

四

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）


